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経営革新　とは

①　新商品の開発又は生産

②　新役務（サービス）の開発又は提供

③　商品の新たな生産又は販売の方式の導入

④　役務（サービス）の新たな提供の方式の導入

⑤　技術に関する研究開発及びその成果の利用

　　その他の新たな事業活動

①

②　「給与支給総額」（注3）の伸び率

12％以上向上

15％以上向上

　「新たな取り組み」とは、個々の特定事業者にとって「新たなもの」であ
れば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも対象
とすることができますが、当該技術等が地域（原則として大分県）内におい
て、既に相当程度普及している場合は承認対象外となります。

　また、設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている
場合、設備の高機能化や共同化によって新たな生産方式を導入し、生産や
サービス供給効率を向上させるための取り組みも承認対象とします。

６％以上向上

（注1）

９％以上向上

７.５％以上向上

新 事 業 活 動 （ 新 た な 取 り 組 み ） と は

「付加価値額」（注2）または「一人あたり付加価値額」
　の伸び率

（注１）

経 営 の 相 当 程 度 の 向 上 と は

次の２つの指標が経営革新計画終了時（３～８年後）に相当程度向上す
ることをいいます。

計画終了時
「付加価値額」または

「一人あたり付加価値額」
「給与支給総額」

＋

３年計画の場合

４年計画の場合

５年計画の場合

経

営

革

新

４.５％以上向上

　更に、事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務
や財務管理等、経営管理の向上のための取り組みについても、広い意味での
商品の新たな生産方式あるいは役務の新たな提供方式として承認の対象とし
ます。

　「中小企業等経営強化法」（以下、「法」といいます。）では「経営革新」を「事業者が新
事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しており（法２条
第９項）、具体的には下記のとおりです。（法第２条第７項）

(1)

１ 中小企業等経営強化法
（経営革新部分）の概要
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※

※

※

※

法律の目的、特徴

①

「１(3)　法律の適用範囲（対象者）」 4ページをご参照ください。

②

「３　経営革新計画の実施主体」 6ページをご参照ください。

③

「６　経営革新計画申請書の作成方法」 17ページ以降をご参照ください。

④

「８　フォローアップ調査」 30ページをご参照ください。

(2)

　法第１条において「この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果
たす役割の重要性にかんがみ、・・・・中小企業の経営革新・・・の支援を行うこと等によ
り、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とす
る。」とされています。
　このため、本法は経営革新を図ろうとする中小企業者を支援するために、以下のような特徴
を持っています。

業種での制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援します。

・・・・・・

・・・・・・・・

具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。

・・・・・・・

承認企業に対して、都道府県等が計画実施中に対応策へのアドバイス等を行い、フォロー
アップを実施します。

付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施
が可能です。

・・・・・・

福利厚生費、退職手当は含みません。

（注2）

個人事業主の場合は、給与賃金＋専従者給与＋青色申告特別控除前の所
得金額。

人件費には正規及び臨時従業員の給与のほか、役員報酬、法定福利費等
も含みます。

減価償却費には繰延資産の償却費や損金算入されるリース・レンタル費
用も含まれます。

給与支給総額＝役員報酬＋給料＋賃金＋賞与＋各種手（注3）
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法律の適用範囲（対象者）

【表１】　特定事業者として本法の対象となる会社及び個人の基準

（注4）常時使用する従業員には事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

【表２】　申請対象者となる組合及び連合会

(注)１. 企業組合、協業組合も特定事業者として本法の対象になります。

　　２．

※上記以外の個人・法人について

①

②

③

300人以下

300人以下

　申請の対象となる者は、表１に掲げる特定事業者で、従業員基準を満たせば対象になりま
す。
  なお、表２に掲げた組合等も経営革新計画の対象申請者です。

(3)

サービス業（下記以外）

小　　　売　　　業

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

従業員基準（注4）

（常時使用する従業員数）

500人以下

400人以下

500人以下

間接の構成員とは、「直接の構成員の構成員」を指します。直接の構成員が一般社団
法人であるなど、中小企業性が判断できない場合、間接の構成員が中小企業者かどう
か確認してください。

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合
連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販
組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内
航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合

特定事業者となる要件

特になし

組 合 及 び 連 合 会

主たる事業を営んでいる業種

製造業、建設業、運輸業その他の業種（下記以外）

卸　　　売　　　業

直接又は間接の構成員の２／
３以上が中小企業者であるこ
と

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工
業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組
合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）は、会社又は個人ではないため、申請の対象外と
なります。

医療法人・学校法人・社会福祉法人等は、それぞれ個別の法律に基づく法人である
が、法第２条に規定する特定事業者には該当しないため、申請の対象外となります。
なお、個人開業医は個人事業主であり、中小企業等経営強化法における特定事業者に
該当しますので、申請の対象となります。

特許業務法人、税理士法人等の士業法人の場合は、中小企業等経営強化法第２条の特
定事業者に該当すれば、申請の対象となり得ます。
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２ 計画の承認手続・フォローアップの流れ

　　

・ 計画実施中に、県が計画の円滑な実施についてアドバイスを行います。

・ 計画承認から１年経過後及び終了時点にアンケート調査を行います。

・ 計画承認から終了までの各期ごとに決算書の提出をお願いしています。

別途申請を行い、担当機関ごとの審査を受ける必
要があります。

実 施 状 況 調 査 等 も 含 め た フ ォ ロ ー ア ッ プ

申請書の内容は、①計画の内容（ストーリー）、②実施計画（実施項目、実施時期
等）、③経営（売上・利益）計画及び資金計画、④設備投資・運転資金計画、⑤暴力団
員等ではないことを誓約する誓約書　など

経 営 革 新 計 画 検 討 会 （ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ）
毎月月末頃に開催します。原則として、毎月上旬頃
受付分までが対象となります。

県 知 事 の 承 認 の 可 否 の 決 定

低 利 融 資 ・ 販 路 開 拓 補 助 金 な ど の 支 援 措 置

[申請対象者]
　本社所在地が大分県内である「特定事業者（グループ、組合含む）」
　※創業後、少なくとも１度は決算期を経ていることが必要です。

　※申請対象者要件の詳細については、経営創造・金融課あてお問い合せください。

経 営 革 新 計 画 の 作 成
( 支 援 機 関 等 に よ る 計 画 作 成 サ ポ ー ト )

 特定事業者が新たな事業活動を行うことにより、経営が相当程度向上するような計画を作成
します。なお、作成にあたっては後述の「経営革新計画作成支援機関等」によるサポートを
受けてください。

支援機関等のサポートを受けて作成した経営革新計
画書の内容について、県担当者がヒアリングを行い
ます。これを受けて、支援機関とともに計画書をブ
ラッシュアップして、県に提出します。

経 営 革 新 計 画 承 認 申 請 書 の 提 出
[提出先]　大分県商工観光労働部経営創造・金融課
　　　　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号　　電話 097－506－3223

経営革新計画の承認・フォローアップまでの流れ

承認の

場合

経営革新計画の申請から承認まで、少なくとも
１か月はかかります。支援機関への相談はでき
るたげ早めにお願いします。

計画作成支援機関の連絡先は１５ページ参照
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(1)　単独の特定事業者の申請

　特定事業者が１社ごとに申請します。　

(2)　複数の特定事業者の申請

(3)　単一の組合等による申請

①　協業組合、企業組合、事業協同組合・商工組合等単独の場合

ア

イ

②　事業協同組合・商工組合等の組合員と組合自体の両方が実施主体となる場合

(4)　複数の組合等による共同申請

　複数の組合が共同で計画を策定し、申請することもできます。（代表組合は３組合以
内）
　この場合、組合はそれぞれの組合の全部あるいは一部の構成員による申請をとりまとめ
の上、代表組合が全体の総括表を作成し、申請します。

　まず、支援措置を受ける前提として、中小企業においては「経営革新計画」を策定し、県の
承認を受ける必要があります。
　経営革新計画の実施主体は、以下のように様々な形態があります。

　任意グループ等の複数の特定事業者が共同で計画を策定し、申請することができます。
この場合、代表となる会社（３社以内）を決定し、代表会社がその他の企業の申請をとり
まとめて申請します。

事業協同組合、商工組合等が構成員を含まない組合本体の共同事業について経営革新
を行う場合は、実施主体は組合のみとなり、単独の中小企業者と同様の申請を行いま
す。
（この場合、組合も１社として扱われます。）

組合は計画に参加するそれぞれの組合員の計画（４社参加する場合は４社分）と組合
自体の計画（１社分として扱われる）をとりまとめ、参加企業及び組合を合わせた総
括表を作成し、申請します。

（実施主体は組合及び組合員）

協業組合、企業組合は単独の中小企業者と同様に申請します。

組合は計画に参加するそれぞれの組合員の計画（４社参加する場合は４社分）をとり
まとめ、参加企業の計画を合わせた総括表を作成し、申請します。

（実施主体は組合員で、組合は単なるとりまとめ）

③　事業協同組合・商工組合、社団法人等が組合員等の参加企業分をとりまとめて申請
する場合

３ 経営革新計画の実施主体
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対象者： 経営革新計画に基づいて事業を実施する中小企業者及び組合等

（任意グループを含む。）

支援内容：

（１）補助率

【一般枠】補助率１／２、上限額１５０万円

【小規模事業者枠】補助率２／３、上限額１００万円

（２）補助対象経費

①販路開拓

・展示会への出展に係る経費（出展料、ブース整備費、旅費等）

・広告ツールの作成に係る経費（パンフレット、ホームページ、動画製作等）

・広告宣伝に係る経費（新聞・雑誌・ＴＶ・ネット等への広告掲載費等）

・投資型ファンド組成に係る経費

②商品等の改良

・新商品そのものの改良に係る経費（原材料費、検査・分析料、外注費等）

・新商品の魅力アップに係る経費（パッケージ、ラベル等のデザイン費等）

③生産性の向上

・生産工程の改善やサービス力の強化を目的とするセミナーに係る経費

・先進的な機械装置等（システムを含む）の試用に係る経費（レンタル料）

④シェアリングエコノミー推進事業

・シェアリングエコノミ―の推進に係る経費

⑤その他

・上記の補助対象事業に係る専門家への経費（謝金、旅費等）

・上記の補助対象事業に係る機械装置等の購入費（※一般枠は補助限度額100万円）
（注）

お問い合わせ先 大分県経営創造・金融課　経営革新班
電話 097－506－3223（直通）

※小規模事業者枠は、補助対象者のうち小規模事業者のみ利用できます。

本補助金は経営革新計画期間内に一度だけ利用することができます。また、経営革新
計画の承認とは別に、県への申請を行う必要があります。詳しくは募集時期（例年４
月頃）に対象企業へ送付します募集案内をご確認ください。補助事業計画の妥当性や
実施の確実性について審査会において総合的に審査し採択を行います。

県知事から承認を受けた経営革新計画に従って実施する事業のうち、①販路
開拓、②商品等の改良、③生産性の向上、④シェアリングエコノミーの推進
に係る経費の一部を補助します。

経営革新加速化支援
事業費補助金

３ 経営革新計画の承認を受けるメリット（各種支援措置）
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対象者： 経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等

支援内容：

貸付条件

①

②

③

④

⑤

※

貸付条件
①

② 融資期間　（据置期間）

③

④

⑤

（注）

お問い合わせ先 大分銀行、豊和銀行、信用金庫、信用組合、商工中金
の本支店

運転10年以内

担 保 等

申 込 窓 口

自動車部品を製造するための基盤技術または半導体製造工程に関する設備
投資の事業計画について、経営革新計画の承認を受けている者

必要に応じて担保を徴求されます。

（うち１年以内）

法に基づく「経営革新計画」に従って行う事業に必要な設備資金及び運
転資金について、下記の要件に従って融資を行う制度です。

７年以内　 年 1.8 ％
10年以内　 年 2.0 ％

融 資 限 度 額

融 資 期 間

担 保 等

8,000万円以内

設備資金・運転資金

融 資 利 率

（うち１年以内）（据置期間）
設備10年以内

原則として無保証人（ただし法人に
あっては代表者を保証人とする）

２億円以内

申 込 窓 口

下記金融機関の窓口へどうぞ。

（うち１年以内）

本貸付金の利用には、取扱金融機関、信用保証協会の審査を受ける必要
があります。このため、経営革新計画の申請と同時に金融機関との協議
を進めるのが有効です。

⑥

原則として有担保、無保証人（ただし
法人にあっては代表者を保証人とす
る）

７年以内　 年 1.8 ％
10年以内　 年 2.0 ％
15年以内 　年 2.4 ％

設備15年以内

融 資 限 度 額

年　0.2 %

下記金融機関の窓口へどうぞ。

保 証 料 率

⑥

年　0.2 %保 証 料 率

融 資 利 率

設備資金・運転資金

大分県制度資金
（チャレンジ中小企業応援資金）
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対象者： 経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等

貸付条件

①

②

③

※１

【中小企業事業部】

貸付条件
①
②

③

※２

(注) 1

2

お問い合わせ先 日本政策金融公庫　大分支店　中小企業事業 電話　097－532－4106

日本政策金融公庫　大分支店　国民生活事業 電話　097－535－0331

日本政策金融公庫　別府支店　国民生活事業 電話　0977－25－1151

④　 担　   保 　  等

融 資 期 間 設備20年以内 運転7年以内

設備資金・運転資金

融 資 限 度 額 7,200万円以内（うち運転資金4,800万円以内）

（うち2年以内）

（うち2年以内） （うち2年以内）

融 資 利 率 特別利率Ａ（※１）

（据置期間）

（うち2年以内）（据置期間）

④　 担　   保 　  等

個別相談

設備20年以内 運転7年以内融 資 期 間

　資金の用途、返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
　また土地取得資金については基準利率となります。

【国民生活事業部】

融 資 限 度 額

計画承認は、上記の貸付条件の適用を保証するものではなく、各機関の金融
審査によって融資が決定されます。このため、経営革新計画の申請と同時に
金融機関との協議を進めるのが有効です。

金利は毎月変動しており、借入期間等によっても異なりますので、詳しくは
各金融機関にご照会ください。

7,200百円以内（うち運転資金2,500百万円以内）

　2.7億円を超えた金額及び土地取得資金は基準利率となります。

融 資 利 率 特別利率①（※２）

個別相談

設備資金・運転資金

日本政策金融公庫等による
融資制度
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対象者：

※

支援内容　：　以下の特許関係料金について半額軽減

① 審査請求料

② 特許料（第１～１０年分）

お問い合わせ先 特許庁　総務部　総務課　調整班

電話 03－3581－1101（内線2105）

経営革新計画のうち、技術開発に伴う研究開発事業に係る特許申請を行
う中小企業者（経営革新計画終了後２年以内の特許申請も対象）

既に経営革新計画の承認を受けている中小企業者が新たに審査請求または特許登録を
行う場合も対象となります。ただし、既に納付している料金についての還付はありま
せん。

特許関係料金減免制度
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対象者：

支援内容：

独立行政法人　中小企業基盤整備機構のホームページ
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/kanto/sme/hands-on/index.html

お問い合わせ先

 中小企業基盤整備機構九州本部 経営支援課　　電話：092-263-0300

経営革新計画の承認を受けて開発した新商品等の販路開拓先を希望して
いる中小企業・組合等

優れた新製品・新技術・新サービスを持ちながら、「新規性が高いがゆえに具体
的な市場が顕在化していない」「広域的な販路開拓を行いたいが手がかりがな
い」など、単独での販路開拓が困難な中小企業の皆様を対象として、首都圏市場
へのアプローチを側面から支援いたします。

当事業は、販路ネットワークを持つ販路開拓コーディネーターによるテストマー
ケティング（市場へのアプローチの手がかりをつかむこと）が中心ですが、必要
に応じてマーケティング企画の段階から支援を行うことで、効果を高めることと
しています。

販路開拓コーディネート事
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○公益財団法人大分県産業創造機構　経営支援課

大分市東春日町１７－２０(ソフトパークセンタービル内)

電話：０９７－５３７－９１１１　

○大分県商工会連合会

大分市金池町３－１－６４(大分県中小企業会館内)

電話：０９７－５３４－９５０７　

○大分商工会議所

大分市長浜町３－１５－１９

電話：０９７－５３６－３２５８

○大分県中小企業団体中央会

大分市金池町３－１－６４(大分県中小企業会館内)

電話：０９７－５３６－６３３１　

○最寄りの商工会議所、商工会

○中小企業診断士など経営革新計画の作成支援が可能であると
　客観的に認められる者

経営革新計画の作成にあたっては、下記の支援機関等によるサポー
トを受けてください。なお、申請内容に係るヒアリング時には支援
機関等の担当者の同席が必要です。

経営革新計画
作成支援機関等

－　12　－



(1) 既存事業について

(2) 新たな取り組みについて

◎ テーマ及び事業概要及び新たな取り組みに対する経営者の想い

① 新たな取り組みの背景や動機、新たな取り組みを取り巻く機会、脅威について

②

③ 新商品・新サービスの市場性、販売先・販売方法、仕入先について

④

⑤

⑥ 経営革新に係る設備投資や資金調達計画について

創業以降の経緯（業種、取扱商品、取引先、売上高の推移、現状の事業
についての問題点・課題など）

※　経営革新計画が承認されるためには、
　　「１(1)　経営革新とは」に記載しているとおり、事業の「新規性」が必要となりますが、
　　事業計画内容について県や各支援機関の担当者と協議する過程で、表現の内容が変化して
　　いく場合がほとんどです。

※　このため、いきなり申請書を作成するのではなく、とりあえず事業の概略の紹介資料として、
　　以下の項目についてひととおり文章化してみましょう。（１４ページの様式を使ってみてく
　　ださい。）

※　社長さんが計画するビジネスプラン（事業計画）が「たまたま法が要求する新規性にも該当
　　した」程度の軽い感覚で新事業の第一歩を踏み出しましょう。

※　参考までに「経営革新計画承認申請ヒアリング時チェックポイント」を１６ページに掲載
　　しています。このチェックポイントをクリアできるように計画を作成してみましょう。

※　新しい取り組みの事業化を計画するに当たって、先ず、
　　　社長さんの頭の中にある新しい取り組みを整理して、
　　　       正式な申請書を作成する前に１４ページの様式を使って、
                                              とりあず文字にしてみましょう。

　これは社長さんの頭の中にあるイメージを具体化するための第一歩であり、後の経営革新計画承
認検討会や金融機関への融資申込みの際の説明用の基礎資料ともなります。

新商品・新サービスの特徴（強み、創意・工夫、アイデア）、経営資源
上の優位性及び弱み（デメリット）について

新商品の製造方法、サービスの提供方法について（わかりにくく、説明
が必要な場合に記載）

売上・利益計画の積算（新商品、サービスの単価（売価、原価（利益）
率、卸値）客数、客単価

※新商品や新サービスについて、従来のものとの比較表を作成してください。

４ 経営革新計画の準備と協議の進め方
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経営革新計画の概要

企業名　　　　　　　　　

＊先ず、ご自分の考えを「事業計画概要」としてまとめてみましょう。

（所定様式ではありませんので、項目のみを参考にしてください。)

（１）既存事業について

（２）経営革新（新たな取り組み）について

経営革新計画のテーマ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(事業概要及び新たな取り組みに対する経営者の想い)

①新たな取り組みの背景や動機（きっかけ）、新たな取り組みを取り巻く機会、脅威について

③新商品・新サービスの市場性、販売先・販売方法、仕入先について

④新商品の製造方法、サービスの提供方法について（わかりにくく、説明が必要な場合に記載）

⑤売上・利益計画の積算（新商品、サービスの単価（売価、原価（利益）率、卸値）客数、客単価

⑥経営革新に係る設備投資や資金調達計画について

⑦その他

②新商品・新サービスの特徴（強み、創意・工夫、アイデア）、経営資源上の優位性及び弱み（デ
メリット）について
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※

※　17ページ以降で、「経営革新計画申請書」各様式について説明します。

項目（参考）

顧　客

技　術

その他

品　質

価　格

下記のような既存商品・サービスとの比較表は、自社の新たな取り組みの新規性、実効性
を説明するうえで、有効ですので作成してみてください。

他社・既存の商品・サービス

販売方法

当社の新商品・新サービス

新商品・新サービス等比較表
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経営革新計画承認申請ヒアリング時チェックポイント　(会社名　　　　　　　　　　)

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

事業・製品の特徴（ウリ）は何か。
同業他社との違いはどのような点か。（自社の強み（他社に比べての優位性）の確認）
競合はどの程度いるのか。どの程度強いのか。（競合は同じ商品等だけでなく、幅広にとらえる）

当該製品・サービスの弱み（デメリット）は何か。（あえて明らかにして、解決すべきものか否かを検討する。）

客数、客単価、商品単価（売価、原価（利益）率、卸値）の確認がなされているか。

販路、仕入先の確保は見込めるか。

申請者のアイデアや創意・工夫が認められるか。（経営者が事業を始める、行うにあたり特に注力した点に注目）
→購入した機械の性能に頼ったもの、単なる商品ラインナップの増、ＦＣ加盟のみなどの案件は対象外。

「売上・利益計画の実現性」がある程度担保されているか。（数字は根拠がある妥当なものか）
※「売上・利益計画の実現性」を見極めるためには、「優位性」、「市場性」、「既存事業との相乗効果」などをおさえ
ておく必要がある。

申請書の別表２の実施計画は、申請企業の現状や売上・利益計画などと整合性がとれた妥当なものであるか。

チェック 項目

特許使用、デザイン使用等がある場合は使用料がどの程度か確認（例　売上高の５％、生産高の５％など）

共同申請時や複数の会社が関係する場合は、資本関係や契約・覚え書きの有無について確認

プレゼン対策
・経営者が自らの言葉で説明できるか（計画の内容を納得し、深く理解しているか。）
・アドバイザーに理解してもらうための準備(事業のポイントをまとめた資料、事業の概要が小わかりする図、事業に
関連する写真、専門用語等わかりにくい言葉の対策など）
②検討会の時、アドバイザーに製品を見せることが可能か

市場性の確認がなされているか。そのうち、申請企業のシェア率はどのくらいか。（販売実績、試作品等への取引
先・顧客の声、競合社数とその売上げ、ターゲット顧客の属性（どういう人がなぜ購入しているか）、クレームの内容
の確認などによる）

計画の事業に係る営業、広告宣伝はどのように行うのか。

以上を踏まえたドメインの整理・確認はできているか（どこの、誰に、何を、どのように売っていきたいのか）

既存事業の現状（事業内容、対象顧客）と問題点（課題）を把握しているか。新たな取り組みは既存事業との相乗効
果がどの程度期待されるか。（既存事業に係る経営資源（人材、設備、店舗等、資金、ノウハウ、技術、販路など）
は何があって、これらをどの程度計画の事業に活用できるか。）

計画は、経営者のやりたいこと、想いが十分に反映されているか。また、申請書は、事業の要点、特徴がよくまとめ
られているか。→経営者が経営革新計画の作成に主体的に参加し、納得できる計画に仕上がったか。経営者が今
後の経営に役立てることができる計画になっているか。（支援者が計画作成の大部分を自ら行うことで、「経営革新
計画＝自社に必要な経営計画」という経営者の認識を希薄にしていないか。）

計画の事業を推進する上での問題点、課題は何か。
特に、事業推進のための経営資源（人材、設備、店舗、資金、ノウハウ、技術など）は確保できているか。

その他事業の支障になるものはないか（事業のための土地・建物は確保できているのか、必要な許認可はとってい
るかなど）

計画の承認を受ける目的（融資、補助金等）は明確になっているか。

資金調達が目的の場合は、金融機関との融資交渉は開始しているか。融資実行可能性（担当者の感触）はどう
か。

新製品等は性能データなど裏付けがとれているか。
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経営革新計画の申請に当たって作成が必要な様式は次のとおりです。

（ページ）

1 様式第13 経営革新計画に係る承認申請書・・・・・・・・・・・・18

（変更申請の場合は「様式第14　経営革新計画の変更に係る承認申請書」・・・・・19 ）

2 経営革新計画　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

実施計画と実績　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

経営計画及び資金計画　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

設備投資計画及び運転資金計画　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・・・・・・26

関係機関への連絡希望について　・・・・・・・・・・・・・・27

中小企業経営革新事例集の作成に関するお願い　・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

誓約書（暴力団員等ではないことを誓約する書面）・・・31

※

別表 7

別表 3

組合等が研究開発事業に係る試験研究費
に充てるためその構成員に対して賦課し
ようとする負担金の賦課の基準

別表 6

申請に際して提出していただく資料については「ページ」をご参照くださ
い。

別表 4

別表 1

別表 2

別表 5

４ 経営革新計画申請書の作成方法
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様式第１３

経営革新計画に係る承認申請書

年　　月　　日

　中小企業等経営強化法第１４条第１項の規定に基づき、別紙の計画について
承認を受けたいので申請します。

名 称

代 表 者 氏 名

所 在 地

大 分 県 知 事 殿

(1)記載要領

共同で経営革新計画を実施する場合においては、当該計画の代表企業の名称及びその
代表者を記載し、代表者以外の経営革新計画参加企業については申請書の余白に企業
名を記載してください。

＜様式第１３＞経営革新計画に係る承認申請書
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様式第14

承認経営革新計画の変更に係る承認申請書

年　　月　　日

記

1 変更事項

2 変更事項の内容

　○年○月○日付けで承認を受けた経営革新計画について下記のとおり変更し
たいので、中小企業等経営強化法第15条第１項の規定に基づき承認を申請しま
す。

名 称

所 在 地

大 分 県 知 事 殿

代 表 者 氏 名

内容については変更前と変更後を対比して
記載してください。

＜様式第１４＞経営革新計画の変更に係る承認申請書
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（別表１）

経営革新計画

○○工業株式会社 ○○業（日本標準産業分類に掲げる小分類）

1

2

3

経営革新の実施に係る内容

計画の対象となる類型全てに丸印
をつける。

新商品の開発又は生産

経営の向上の程度
を示す指標

611,094

２．

商品の新たな生産又は販
売の方式の導入

役務の新たな提供の方式
の導入その他の新たな事
業活動

新役務の開発又は提供

１．当社の現状と経営課題
　当社は平成××年に創業し、○○の加工技術を強みとして、◇◇に使う各種部品を受注生産して
きた。主な取引先は東京及び近畿の○○機械製造企業で、おおよそ売上の半分を占めている。
　以前から当社の加工技術には高い評価を得てきたが、近年の不況の影響から受注量が減少傾向に
あり、先行きが懸念される状態となった。そこで受注型企業から脱却するためのオリジナル商品を
検討したところ、今後、企業等の第一線から退く団塊の世代以上の年齢層をターゲットとした△△
を製造することについて、自社の加工技術の活用及び県の試験研究機関の協力により、既存の類似
製品と比較してコストや性能面で大いに競争力を有すると判断したものである。

２．経営革新の具体的内容（既存事業との相違点、経営戦略における位置づけ等）
（新たな取り組みの特徴、強み）
　団塊の世代以上の年齢層をターゲットとした新商品の△△を開発した。○○年○月には特許も取
得した。この商品の主な特徴（強み）としては、○○であること、○○が便利であること…………
である。従来の商品と比較して価格は同程度ではありながら機能性の面で優れているため、必ず消
費者のニーズを満たすものと確信している。実際に、○か月前、××地域で試作販売を実施したと
ころ大変好評であった。○○年○月には特許も取得した。
　生産能力増強のため◆◆・・・等の設備を導入する。設備投資資金については、県制度資金の○
○○資金を利用したいと考えており、当社の取引先金融機関である○○信用金庫○○支店と既に融
資に関して協議中である。

（販路・サービスの提供方法等）
　卸売業の○○商社や小売業の○○からも引き合いが既に来ており、来月には○○個販売する予定
である。今後、さらに取引先を広げるため、○○展示会や○○商談会に積極的に出展する。

（その他）
　今後、△△の付随商品を充実させ、△△の売上げ増につなけていきたい。また、試作販売で顧客
からいただいた意見をもとに、△△よりも◎◎の点でさらに利便性を高めた後継機種△△Ⅱの開発
を進めている。

2,000万円

新 事 業 活 動 の 類 型

１．

39.2%

４．

（新たな取り組みの概要）
　団塊の世代以上の年齢層をターゲットとした新商品の△△を開発
した。○○年○月には特許も取得した。この商品の主な特徴（強
み）としては、○○であること、○○が便利であること…………で
あり、○か月前、××地域で試作販売を実施したところ顧客から大
変好評であった。
　このため◆◆・・・等の設備投資により生産能力を増強し、販売
体制の強化及び販売地域の拡大により売上高の大幅向上を目指すこ
ととした。

計画終了時の目標伸び率
（計画期間）   （％）

20.7%

56,340

３．

13.0%

現 状
（千円）

経営革新計画のテーマ： 新商品△△の販路拡大

申請者名・資本金・業種

実施体制

技術に関する研究開発及
びその成果の利用

給与支給総額

一人当たりの付加価値額 5,332

申請者名：

資 本 金：

業　　種：

法人番号：

　経営革新の目標

６． その他の新たな事業活動

５．

付加価値額

令和3年6月～令和6年5月（３年計画）

大学・公設試・企業連携先がある場
合に記載してください。

(別表1)経営革新計画

計画の開始時期は参加する
検討会の月として下さい。

計画の概要を記載して下さい。県
庁HPに掲載する事例集の原稿とし
て使います。第三者が見て分かる
内容を心がけて下さい。
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　別表１の該当する欄に記載すること。

(1)-1　付加価値額　　＝　営業利益　＋　人件費　＋　減価償却費

(1)-2　一人当たり付加価値額　　＝　付加価値額　÷　従業者数

　 (2)　　給与支給総額　　＝　役員報酬　＋　給料　＋　賃金　＋　賞与　＋　各種手当

① 人件費

・ 製造原価に含まれる労務費（福利厚生費、退職金を含んだ額）

・

・

② 減価償却費

・

・

③

・

・

別表３での記載要領を参照してください。

３　計画終了時の目標伸び率　

１　経営革新の目標

一般管理費に含まれる役員報酬、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、
福利厚生費、退職金及び退職給与引当金の繰入れ

２　経営の向上の程度を示す指標

　以下の各項目の全てを含んだ総額とすること。ただし、各費用項目について把
握できない場合においては、当該項目は省くこと。

損金算入されるリース、レンタル費用

派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合の当該費用

　以下の項目を全て含んだ総額とすること。ただし、これらの算出ができない場
合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出すること。

　経営の向上の程度を示す指標として「付加価値」、「一人当たりの付加価値額」及び
「給与支給総額」を別表１の該当する欄に記載すること。

一人当たり付加価値額

減価償却費（繰延資産の償却費を含む）

勤務時間によって人数を調整すること。

従業員の定義については、付加価値の定義と整合性のとれるものが必要とな
る。例えば派遣労働者や短時間労働者に係る経費を付加価値額に算入した場
合は、分母にも該当する人数を反映させる必要がある。　（労働時間による
人数調整も必要となる。）
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（別表2）

実施計画と実績（実績欄は申請段階では記載する必要はない。）

1 1 -1

1 -1 1 -3

1 -2 2 -1

2 2 -1

2 -1 2 -1

2 -2 2 -4

3 3 -1

3 -1 3 -2○○××装置の開発 製造原価 １年

△△商品の改良及び新◇◇
商品の開発

毎月

顧客リスト及びアフター
サービス体制の整備

新規顧客獲
得数

改良製品の
製造原価

毎週

１月後

効率的な○○××方法の開
発

製造原価 １年

○○部分の安全な△△方法
の開発

製造原価 １年

評価
頻度

評価基準
実施
状況

新規顧客獲
得数

毎週

安全・効率的な生産方式の
開発

実施
時期

安全委員会
の評価

毎月

実施項目

計 画

△△製品の新規開拓営業体
制の確立

△△製品の
売上

マネージャーと営業担当２
名体制の確立

番号
効果 対策

実 績

自社で計画の進捗
状況を評価する頻
度または時期を毎
日、毎週、１月、
半年、１年、半年
後などと記載しま
す。

「１－１」は計画１年目の第１四半期を、
「２－４」は２年目の第４四半期を表します。

計画承認後、各年度毎に各「効果」の評価を行ってくださ
い。
効果が十分に上がった・・・・・・・・・◎
ほぼ予定どおりこの効果が得られた・・・○
少し効果があった・・・・・・・・・・・△
ほとんど効果がなかった・・・・・・・・×

（フォローアップ調査時に記載し、提出してください。）

※「実績」欄は申請段階では記載する必要はありません。

(別表2)実施計画と実績

新事業で実施する「事業項目」を
記載してください。

許認可、特許や開発行為などの各
種申請が必要な場合はこの欄に記
載します。

なるべく定量化できる評価
基準を設定しますが、定性
的なものでもかまいませ
ん。
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経営計画及び資金計画 （別表3）

（単位　千円）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

新しい取組の売上高

既存事業の売上高

給与支給総額

0

530,000

731,700

－

53,000

124

－

533,506

－

6,201

85,000

－

－

－ －

115

その他

210,000 45,000合　計

10,000

5,314

－

611,094

自己資金

－ 30,000

708,579

123

891,068

10,000

123

⑮
資
金
調
達
額
（

⑨
＋
⑩
） －

－ － 0

50,000

150,000

50,000－ －

0

民間金融
機関借入

5,182 6,162

26,202

0

－ 0

115 118

6,673

15,000 20,000

20,000

7,186

10,000

6,000

44,000 43,000

820,780

50,000

40,000

58,497

10,0000

48,884

0

700,000

3,500 160,000

58,497 48,884 45,000

25,000 40,000

48,200 50,000

600,000

20,000

2,199,230

592,701

170,580

116,700 170,780 138,068

137,868

645,800 590,841 654,400 763,481 800,770

4,4341,200 1,000

529,224

1,936,519

2,412,047 2,500,000 2,700,000 3,000,000

5年後

一人当たりの
付加価値額（⑫
÷⑬）

付加価値額
（⑤＋⑧＋⑪）

従業者数

販売費及び
一般管理費

営業利益

営業外費用

経常利益

(9年3月期)

515,141

2年後

(6年3月期)

3年後 4年後

(7年3月期) (8年3月期)

57,14025,651

116,576 57,340

1,500

116,376

1,000

504,870

51,400

637,355

運転資金

普通償却額

550,600

38,743

48,800

人件費

60,904

設備投資額

60,904

(4年3月期)

533,501

25,851

特別償却額

減価償却費

政府系金融
機関借入

(2年3月期) (3年3月期)

参加特定事業者名　

1年前 直近期末2年前 1年後

2,444,210

1,903,218

(5年3月期)

売上高

1,924,208 1,821,206

2,570,008

500,000

2,000,000

売上総利益
（①－②）

540,992

1,845,600

479,627

－ －－

売上原価

1,300 800営業外収益

523,070 506,831

－ － －

2,160,000 2,400,000

503,500 570,000 665,000

537,700 662,702

116,500

4,160 3,282

4,234 3,960 3,082

540,000 600,000

(別表3)経営計画及び資金計画 組合又はグループの場合は参加する構成
員毎に作成してください。

資金調達合計は
（⑨＋⑩）
と一致します。

既
存
事
業
と
新
規
事
業
を
合
算
し
た
金
額
で
す
。

別表４ 「設備投資計
画」、「運転資金計画」の
金額と一致します。

数値は千円単位で
記載して下さい。
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■　各種指標の算出式

「経常利益」　：　営業利益－営業外費用（支払利息、新株発行費等）

「付加価値額」　：　営業利益＋人件費＋減価償却費

「一人当たりの付加価値額」　：　付加価値額÷従業員数

「営業利益」　：　売上総利益（売上高－売上原価）－販売費及び一般管理費

■　「付加価値等」の算出方法

人数、人件費に短時間労働者、派遣労働者に対する費用を算入しましたか。（　はい　・　いいえ　）

減価償却費にリース費用を算入しましたか。 （　はい　・　いいえ　）

従業員数について就業時間による調整を行いましたか。 （　はい　・　いいえ　）

「経営計画及び資金計画」の欄

① 　直近３年間の決算書から記入してください。

② 　創業３年未満の場合は、記入できる範囲で記載してください。

③ 　資金調達額については、計画期間のみ記入してください。

■　「計画終了時の目標伸び率」　の算出方法　

「別表３」の数値から、３年後の経営指標の伸び率を計算しましょう。

①「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率

－

－

②「給与支給総額」の伸び率

－

（注）　伸び率は、小数点以下第２位を四捨五入します。

※　巻末の「資料編」に基礎的なデータを表示していますので、ご参照ください。

＝

×100＝

×100＝

≧

≧ 9%

9%

≧38.7%

35.2%

611,094

7,186

45.8%

665,000

5,314

891,068 611,094

4.5%

5,314

・給与支給総額の伸び率
479,627

＝・付加価値額の伸び率

・一人当たりの付
加
　価値額の伸び率

×100＝

479,627
＝
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（別表４）

参加特定事業者名　

設備投資計画（経営革新計画に係るもの）
（単位：千円）

1
2

3

4
5

運転資金計画（経営革新計画に係るもの）
（単位　千円）

＋ ＝

＋ ＝

＋ ＝

「別表３」の資金調達額と一致します

20,000

機械装置名称（導入年度）

1

20,000

90,000

25,000

1

令和4年度

20,0001(令和6年度)

（運転資金）

5年度　資金調達必要額　＝

設備投資合計

20,000

160,000

70,000

25,000

6年度　資金調達必要額　＝ 40,000

ワイヤ放電加工機

70,000

10,000

50,000

20,000ＮＣフライス盤

（参考）

数量

4年度　資金調達必要額　＝

(令和4年度)

(令和4年度)

(令和4年度設備投資小計)

横型マシニングセンタ

160,000

50,000

(令和6年度)

10,000

225,000

90,000

25,000

50,000

45,000

1

210,000

40,000

25,000

1

金　　　　額

（設備資金）

単価

(令和5年度)

年　　度

(令和5年度設備投資小計)

20,000

工場拡張工事

令和5年度
令和6年度

４軸制御ＣＮＣ旋盤

(令和6年度設備投資小計)

合計金額

(別表4)設備投資計画／運転資金計画 組合又はグループの場合
は参加する構成員ごとに
記載してください。

左記の運転資金の金額
と上記の設備投資総額
の合計が
「別表３」の年度ごと
の資金調達欄の額と一
致します。

「別表３」の年度ごとの「設備投資」欄
の額と一致します。
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（別表５）

（単位：円）

1

2

試験研究の名称 年度
構成員別の賦課金額
及びその算出懇書

負担金の合計
及び

その算出根拠

生産数量 ◇◇◇、■■■

賦課基準

（◇◇円×◆社）△△製品研究開発 Ｘ年度

(別表5)組合等が研究開発事業に係る試験研究費に充てるため
その構成員に対して賦課しようとする負担金の賦課の基準

「賦課の基準」については、生産数量（金額）、従業員数、出
資金等具体的に記入してください。

組合の方以外は別表５は作成の必要はありませ
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（別表６）

大阪中小企業投資育成株式会社

大分県信用保証協会

その他機関（けんちょう銀行大手町支店）

・　具体的な機関名、支店名で記載してください。

・　その他関係機関がある場合は、適宜追加して記載してください。

大
分
支
店 国民生活事業

中小企業事業

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

送付の希望の有・無承認書類の送付を希望する機関名

別府支店　国民生活事業

株
式
会
社
日
本

政
策
金
融
公
庫

計画が承認された場合に、当該承認を受けた計画書のコピーを下記関係機関に
送付することを希望する場合に、該当箇所に○印を記入してください。

(別表6) 関係機関への連絡希望について

メインバンク又はすでに経営革新計画に係

る融資相談を始めている金融機関を選ん

。けてください付を印○に欄の」有、「で

ばないよう選は金融機関の以外それ

。にしてください
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（別表７）

①企業名

②代表者名

③資本金

④従業員数

⑤所在地 

⑥電話番号

⑦経営革新計画の概要

（ 可 ・ 否 ）

（ 可 ・ 否 ）

（ 可 ・ 否 ）

（ 可 ・ 否 ）

（ 可 ・ 否 ）

（ 可 ・ 否 ）

　「経営革新計画」が承認された場合、記載内容を事例集等により公表してよろしいでしょ
うか。以下の該当する項目に○印をして下さい。

（ 可 ・ 否 ）

(別表7) 中小企業経営革新事例集の作成に関するお願い

「可」と回答された方につきましては、経営革新
計画について県庁のHPにて掲載させていただきま
す。また、メディアなどへの情報提供をさせてい
ただく場合がございます。
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経営革新計画の申請先は

① 個別特定事業者による、または個別特定事業者が共同で行う申請の場合

② 組合等による申請の場合

によって次のとおりです。

① 個別特定事業者による、または個別特定事業者が共同で行う申請の場合

② 組合等による申請の場合

大分県庁

大分県または大分県
以外で活動

事業実施場所

代表Ａ、Ｂ、Ｃ社の本社所在
地がいずれも大分県

事業実施場所 申請先

Ａ，Ｂ，Ｃ社、
Ｄ社、Ｅ社の共
同申請 事業所管省庁ま

たは九州経済産
業局（Ａ社、Ｂ社、

Ｃ社が代表）

大分県または大分県
以外で活動

Ａ社のみ

3

代表Ａ組合等の主たる事務所
所在地が大分県内

代表Ａ組合等が大分
県及び九州経済産業
局管内以外の都道府
県で活動

1

事業所管省庁ま
たは九州経済産

業局

1

大分県及九州各県で
活動

代表Ａ社の所在地が大分県
で、Ｂ及びＣ社の本社所在地
がいずれも大分県以外の県
（いずれも九州経済産業局管
内）

大分県または大分県
以外の九州経済産業
局管内各県で活動

組合の主たる事務所の所在地

大分県

大分県内で活動

全国

本社所在地

大分県及びＢ、Ｃ社
の本社所在県または
大分県以外の都道府
県で活動

申請先

代表Ａ社の所在地が大分県
で、大分県以外のＢ社または
Ｃ社の本社所在地が九州経済
産業局管内以外の都道府県

2

代表の組合等が大分
県で活動

複数組合等その
他共同の場合
（代表１名） 代表Ａ組合等が大分

県及び九州経済産業
局管内各県で活動（Ａ組合等＝代

表、Ｂ組合等、
ｃ社、ｄ

一組合単独の場
合

大分県

申請者

2
Ａ，Ｂ，Ｃ社の
共同申請
（Ａ社が代表）

代表Ａ社の本社所在地
＝大分県

大分県または大分県
以外で活動

申請者

大分県庁

事業所管省庁ま
たは九州経済産

業局

事業所管省庁ま
たは中小企業庁

大分県庁

大分県庁

事業所管省庁ま
たは中小企業庁

大分県庁

事業所管省庁ま
たは中小企業庁

５ 経営革新計画の申請

(1)申請書提出先
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　申請にあたっては、基本的に次の書類を各１通ずつご用意ください。

1

2

（添付資料）

3

4

5

6

7

8

・

・

・

・

・

・

・ 実施時期の妥当性

・ 新製品のパンフレットや現物

1 各事業年度終了ごとに決算書のご提出をお願いします。

2 アンケートへのご回答（２回）をお願いします。

① 「計画承認後１年以上（２年未満）を経過した時点」

② 「計画が終了した時点」

※ 県の担当職員が訪問し、経営革新事業の進捗等について直接ヒアリングを

させていただく場合があります。

申請者（法人である場合に限る。）の法人の登記事項証明書の写し（申請日の１
年以内に発行されたものに限る。）

申請者（個人である場合に限る。）の代表者の住民票の写し（申請日の１年以内
に発行されたものに限る。）

誓約書（暴力団員等ではないことを誓約する書面）→３１ページの様式

１の写し

定款の写し（申請者が法人である場合に限る。）

会社案内（会社概要書）

新たな取り組みの詳細

新事業の実現可能性の裏付け

既存事業の動向と今後の見通し

利益計画書（付加価値、経常利益）の算出根拠

新旧業界の市場動向

新事業に係る申請時までの取り組み状況

過去３年間の決算書（貸借対照表、損益計算書、製造原価計算書等）の写し
（これらがない場合には最近１年間の事業内容の概要を記載した書類）

その他（様式は自由です。）

　県では、経営革新計画が承認された後、適宜計画の進捗状況について把握し、新事業の
円滑な実施のお手伝いをさせていただくこととしております。
　このため、下記のとおりフォローアップ調査をさせていただきますので、ご協力をお願
いします。

計画の実行によってもたらされると予想される効果

様式第１３（変更の場合は様式第１４）、別表１～７の正本

(1)

(2)

６ フォローアップ調査

(2)申請書の部数、添付資料
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誓 約 書

私は、下記の事項について誓約します。

なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。

また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用することに同意します。

記

１ 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）

（２）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

（３）暴力団員が役員となっている事業者

（４）暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

（５）暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者

（６）暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者

（７）暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有してい

る者

（８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

２ １の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人では

ありません。

年 月 日

大分県知事 殿

〔法人、団体にあっては事務所所在地〕

住 所

（ふりがな）

氏 名 印

生年月日（明治・大正・昭和・平成） 年 月 日(男・女）

※ 県では、大分県暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力団等で

ない旨の誓約を お願いしています。
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